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とちぎの元気な森づくり県民税 

森林は、きれいな空気や水を育み、地球温暖化の防止にも貢献するなど様々な働きを持っています。しかし、現在森

林の高齢化や境界等が不明な森林の増加などが課題となっています。 

そこで県では、森林の若返りなどに取り組み、元気な森を次世代に引き継いでいくために、「とちぎの元気な森づく

り県民税」を導入して県民の皆様にご負担いただいております。豊かな森林を守り育てるために、ご協力をお願いしま

す。 

 

納 め る 人 

県民税均等割の納税義務者と同じです。 

● 個人……県内に住所、家屋敷等を有する個人 （Ｐ１１参照） 

● 法人……県内に事務所等を有する法人 （Ｐ１４参照） 

 

納 め る 額 

従前の県民税均等割に次の金額が加算されます。 

● 個人……年額７００円 （課税期間は、平成２０（2008）年度分から令和９（2027）年度分まで） 

● 法人……従前の均等割額（P１４参照）の７％ （課税期間は、平成２０（2008）年４月１日から令和１０（2028）年

３月３１日までの間に開始する各事業年度分） 

 

納 め る 方 法 

県民税均等割額に上記の金額を加算し、県民税の一部として納めていただきます。 

● 個人 

・県民税が給与から差引きの方…１年分を６月から翌年５月までの１２か月に分けて毎月の給与から差し引かせてい

ただきます。 

・上記以外の方……………………お住まいになっている市や町からの納税通知書により納めていただきます。 

● 法人 

平成２０（2008）年４月１日以後に開始する事業年度分から申告し、納めます。 

 

使 い み ち 

納めていただいた税金で主に次の事業を行っていきます。 

● 森林の若返りに向けた伐採後の植栽・下刈り、獣害対策などへの支援 

● 里山林の持続的な保全のための支援 

● 森林を適正に整備・管理していくための地籍調査への支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

とちぎの元気な森づくり県民税の導入の趣旨や使いみちについては、県環境森林政策課 

（TEL028-623-3302）にお問い合わせください。 

 とちぎの元気な森づくり県民税事業                                検 索 

 


